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説 明 １．個別改定項目Ⅰ（賃上げに向けた評価） 

 

  

 

〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授） 

 それでは、議事に入らせていただきます。はじめに、「個別改定項目（その２）に

ついて」を議題といたします。前回に引き続き、いわゆる「短冊」につきまして議

論を行いたいと思います。本日は、前回の残りの項目について議論を行います。そ

れでは、事務局より資料の説明をお願いいたします。 

 

〇厚労省保険局医療課・眞鍋馨課長 

 はい、おはようございます。医療課長でございます。それでは、資料につきまし

て、ご説明をさせていただきます。中医協資料「総－１」でございます。 

 

 まず、前回の残りの項目からでございます。目次で申し上げますと、１ページと

なります。Ⅰ－１の①でございます。「賃上げに向けた評価の新設」というところで

ございます。 
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 基本的な考え方といたしまして、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種に

ついて、賃上げを実施していくため、新たな評価を行うものでございます。 

 第２に具体的な内容として、１ページに１がございます。  

 外来医療又は在宅医療を実施している医療機関（医科）において、勤務する看護

職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設

するものでございます。イメージ、下にございます。 
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 ３ページに、２といたしまして、「外来医療又は在宅医療を実施している医療機関

（歯科）において、勤務する歯科衛生士、歯科技工士その他の医療関係職種の賃金

の改善を実施している場合の評価を新設する」としてございます。 

 点数のイメージ、下にございます。 
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 ５ページ、お進めください。 
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 ３といたしまして、外来医療又は在宅医療を実施し、入院医療を実施していない

診療所であって、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を

強化する必要がある医療機関において、賃金の改善を実施している場合の評価を新

設するものでございます。 
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 ７ページにお進みください。 
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 ４でございます。外来医療又は在宅医療を実施し、入院医療を実施していない歯

科診療所であって、勤務する歯科衛生士、歯科技工士その他の医療関係職種の賃金

の改善を強化する必要がある医療機関において、賃金の改善を実施している場合の

評価を新設するものでございます。 
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 次に、９ページでございます。５といたしまして、病院又は有床診療所において、

勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合

の評価を新設するものでございます。 
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 次、11ページにお進みください。 
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 ６でございます。訪問看護ステーションにおいて、勤務する看護職員その他の医

療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設するものでございます。 
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 12ページに、７とございまして、訪問看護ステーションであって、勤務する看護

職員その他の医療関係職種の賃金の改善を強化する必要がある訪問看護ステーシ

ョンにおいて、賃金の改善を実施している場合の評価を新設するものでございます。 
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 14ページでございますけれども、令和６年度及び令和７年度に賃金の改善を確実

に実施するために、看護職員処遇改善評価料の施設基準を見直すものでございます。 
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 以上がⅠ－１の①でございました。 
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